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寄宿舎利用負担金の改定について（通知） 

日頃より当財団が実施する研修を御利用いただき，また，東北自治総合研修センター

の業務運営に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて，当財団理事会において寄宿舎規程の一部改正が可決されたことから，下記のと

おり令和５年４月１日から寄宿舎利用負担金を改定することとなりました。 

昨今の光熱費高騰による増額となりますが，引続き，経費の節減と快適な研修環境の

確保に努めて参りますので，御理解の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 改定金額（１泊当たり）                    （単位：円） 

宿泊者種別 改定前金額 改定後金額 増加額 

東北各県地方公共団体の職員 4,670（1,370） 5,470（1,370） 800（0） 

東北各県特定地方独立行政法人の職員 4,670（1,370） 5,470（1,370） 800（0） 

入居機関の役員及び職員 4,670（1,370） 5,470（1,370） 800（0） 

上記以外の者 5,470（1,370） 6,270（1,370） 800（0） 

※カッコ書きは宿泊利用負担金に含まれる朝食及び夕食代相当額 

２ 改定時期 

  令和５年４月１日 

３ 寄宿舎利用規程 

  別添のとおり 

４ その他 

  本改定は令和４年１０月２４日付け東北自研第６９号「寄宿舎利用負担金の改定等

について」により事前にお知らせしていたものです。 
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